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こ政第　30 号 

令和 7年 4月 21 日 

 

各保育園（所）長　様 

各認定こども園長　様 

各幼稚（保）園長　様 

松江市こども子育て部　 　　 
こども政策課長　池田　修 

 
災害時における保育所等の休園基準について 

 
平素より、本市子育て行政にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。 
本市では、台風・豪雨・地震等の自然災害発生時（以下「災害時」という。）に、市内の認可の保育

所等（保育所（園）、認定こども園、小規模保育事業施設、市立保育所（園）、市立認定こども園、市

立幼稚園）（以下「保育所等」という。）における臨時休園の基準を下記のとおり定めておりますので、

令和７年度も引き続きの取扱いとすることとし、改めて周知いたします。 
別添の「（市→保護者）（別紙１）災害時における代替保育のご案内」に記載の対象となる保護者に

も再度周知をいただきますようお願いします。 
なお、国や市の基準に変更があった場合は随時お知らせいたします。 
※1 災害時において休園措置を行った場合、日数に応じて保育料の減額をします。 
※2 社会的要請の強い職種に限定した保育の受け入れを実施します。詳細は別紙１「災害時における代替保育のご案

内」をご覧ください。 
記 

１．台風・豪雨等の発生時 

⑴  臨時休園等の基準・対応 
＜重要＞以下記載の「警戒レベル」とは、松江市が指示する警戒レベルのことであり、気象庁が

発表する警戒レベルではありません。 
 

松江市が指示する警戒レベルは松江市防災メールまたは松江市ホームページにて確認できます。 
＜松江市防災メールの登録方法＞：m-matsue-city@xpressmail.jpへメールを送信 
＜過去の松江市防災メールの内容＞ ： https://www.city.matsue.lg.jp/cgi-bin/smart_alert.php/1/list 
 

①登園前（午前 6時から開園時刻まで）に警戒レベル 3以上が発令中の場合 

 避難情報 避難情報発令の地区施設 それ以外の地区施設

 
警戒レベル 3 

高齢者等避難

開　　園 

ただし、施設長の判断で市に 

休園を申し出ることができる。
開　　園 

（最新の防災気象情報等に留意 

し、避難行動を確認）

 

警戒レベル 4 

避難指示

原則休園 

※施設及び施設の周辺の安全が確保 

　されている場合は開園できる 

　（ハザードマップ危険区域内の 

　　施設は特に慎重に判断する。）

mailto:m-matsue-city@xpressmail.jp
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 　　※午前 10時までに避難情報が解除され、安全が確認できれば午後の保育を実施。 

 　　　　　（午前 10 時の時点で、避難情報が発令中で、安全が確認できなければ、終日休園） 

 

　②保育中に警戒レベル 3以上が発令の場合 

 
⑵  連絡体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
①市（防災危機管理課）が警戒レベル 3～5を発令 

②各施設において警戒レベルを確認し、本基準を踏まえ休園または開園を判断 

③判断後、保護者に休園または開園の旨を伝達 

④休園の場合は、市（こども政策課）へメールにて連絡 

 
 
 

（次ページに続く） 
 

 警戒レベル 5 

緊急安全確保
休　　園

 避難情報 避難情報発令の地区施設 それ以外の地区施設

 
警戒レベル 3 

高齢者等避難

開　　園 

ただし、施設長の判断で市に 

休園を申し出ることができる。

開　　園 

（最新の防災気象情報等に留意 

し、避難行動を確認）

 

警戒レベル 4 

避難指示

原則休園 

保護者に早期のお迎えを依頼 

状況により避難所への移動 

※施設及び施設の周辺の安全が確保 

　されている場合は開園できる 

　（ハザードマップ危険区域内の 

　　施設は特に慎重に判断する。）

 
警戒レベル 5 

緊急安全確保

休　　園 

保護者に早期のお迎えを依頼 

状況により避難所への移動

③休園・開園

の通知 
一斉ﾒｰﾙ等 

①警戒レベル発令 
市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等

④休園の際 
市へ連絡

こども政策課 保育所等 
 

保護者

防災危機管理課

保護者

保護者

②休園・開園 
の判断 
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２．地震発生時 

⑴  臨時休園等の基準・対応 

 
⑵  連絡体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①地震発生、気象庁が震度 4以上を発令 

②各施設において、本基準を踏まえ休園または開園を判断 

③判断後、保護者に休園または開園の旨を伝達 

④休園の場合は、市（こども政策課）へメールにて連絡 

 

 

 

 

（次ページに続く） 

 

 

 震度 登園前（午前 6時から開園時刻まで） 保育中

 

震度 4

開　　園 

ただし、施設長の判断で市に 

休園を申し出ることができる。

開　　園 

ただし、施設長の判断で市に 

休園を申し出ることができる。

 

震度 5弱

原則休園 

※施設及び施設の周辺の安全が確保 

　されている場合に限り開園できる 

　（ハザードマップ危険区域内の 

　　施設は特に慎重に判断する。） 

 

原則休園 

保護者に早期のお迎えを依頼 

状況により避難所への移動 

※施設及び施設の周辺の安全が確保 

　されている場合に限り開園できる 

　（ハザードマップ危険区域内の 

　　施設は特に慎重に判断する。）

 

震度 5強以上

休　　園 

※施設及び施設の周辺の安全が確保 

された後に施設を再開する。 

 

休　　園 

保護者に早期のお迎えを依頼 

状況により避難所への移動 

※施設及び施設の周辺の安全が確保 

された後に施設を再開する。

①震度情報 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等

こども政策課
④休園の際 
市へ連絡

③休園・開園

の通知 
一斉ﾒｰﾙ等 

気象庁

保育所等 
 

保護者

保護者

保護者

②休園・開園 
の判断 
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３．大雪の時 

一律の基準は設けませんが、施設の安全確保、職員体制の確保が著しく困難な場合は市と協議

の上、登園自粛や臨時休園の措置をとることを可能とします。 
 

⑴  連絡体制 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

①大雪、気象庁等から情報を収集 

②各施設において、本基準を踏まえ休園または開園を判断 

③休園の判断の場合は、市（こども政策課）と協議 

④保護者に休園または開園の旨を伝達 

 
 
 

①積雪情報 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等

④休園・開園

の通知 
一斉ﾒｰﾙ等 

③休園の際 
市へ協議

こども政策課

気象庁

保育所等 
 

保護者

保護者

保護者

②休園・開園 
の判断 

（問合せ先）　＜休園基準及び代替保育に関すること＞　　＜保育料減額に関すること＞ 

こども政策課　電話 55-5666　　　　保育所幼稚園課　電話 55-5312 

Email：kodomo@city.matsue.lg.jp　
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（参考）避難情報が発令された場合にとるべき行動 

 

※避難情報は、警戒レベル 1～5の順番で発令されるとは限りません。状況が急変することも

あります。 

※避難先は市が指定する避難場所（学校や公民館など）だけではありません。安全な親戚・

知人宅などに避難することも考えてみましょう。 

※日頃からハザードマップで居住地周辺の危険個所を把握し、とるべき避難行動を想定して

おきましょう。 

※避難情報が発令されていなくても、危険を感じた場合は、ためらわず避難行動を開始して

ください。 

 区分 とるべき行動

 警戒レベル 1 

早期注意情報

　災害への心構えを高める 

・最新の防災情報に留意し、災害への心構えを高める

 
警戒レベル 2 

大雨・洪水注意報

　自らの避難行動を確認 

・ハザードマップ等により、自宅等の災害リスクを再確認するととも

に、避難情報の把握手段を再確認するなど。

 

警戒レベル 3 

高齢者等避難

　危険な場所から高齢者等は避難 

・避難に時間を要する人（ご高齢の方、障がいのある方、乳幼児等） 

とその支援者は、避難行動を開始する 

　・高齢者等以外の人も必要に応じ、普段の行動を見合わせ始めた　　 

り、避難の準備をしたり、自主的に避難する。

 

警戒レベル 4 

避難指示

　危険な場所から全員避難 

・過去の重大な災害の発生時に匹敵する状況。この段階までに避難を

完了しておく。 

・台風などにより暴風が予想される場合は、暴風が吹き始める前に避

難を完了しておく。

 
警戒レベル 5 

緊急安全確保

　命の危険　直ちに安全確保！ 

・すでに安全な避難ができず、命が危険な状況。いまいる場所より 

安全な場所へ直ちに移動等する。


